
 

 

町内会の文書を廃棄する際のポイント 

上記分類は、あくまでも目安です。 

各町内会の実情に合わせて廃棄してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機密文書に 
該当するもの 

（廃棄に注意が必要なもの） 

機密文書に 
該当しないもの 

（雑紙で廃棄可能なもの） 

シュレッダーにかけるなど、内容がわからな

いように処理をしてから廃棄してください。 

リサイクル可能なものは、

雑紙（紙ごみ）として、定期

回収・資源回収等で廃棄し

てください。 

（R4.11作成） 


